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Ⅰ 板橋区いじめ防止対策基本方針の理念  

 

 基本方針の理念   

 

Ⅰ  いじめは、いじめを受けた児童･生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その生命  

  又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大な人権侵害であるとの認識   

 に立ち、いじめの未然防止に取り組む。  

Ⅱ  いじめは、どの子供にも、どの学校（園）でも起こり得るものであるとの認識に立  

  ち、いじめの早期発見に取り組む。  

Ⅲ  いじめは、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとの認識に  

  立ち、学校･地域住民･家庭その他関係諸機関との連携の下、いじめの早期対応に取  

  り組み、早期解決を図る。  

 

Ⅱ いじめの定義  

 

      い  じ  め  防  止  対  策  推  進  法        問題行動等調査  

児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍し

ている等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童

等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イン

ターネットを通じて行われるものも含む。）であって、

当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じて

いるものをいう。  

 当該児童生徒が一定の人間関

係にある者から、心理的、物理

的な攻撃を受けたことにより  

精神的な苦痛を感じているも

の  

 

 

  

☆  個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることな  

  く、いじめられた児童・生徒の立場に立つことが必要です。  

 

 

Ⅲ 板橋第七小学校の学校基本方針  

        ５ つ の 柱  
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                  学校いじめ防止等対策委員会  

 

 ＜委員会構成メンバー＞  

  校長・副校長・特別支援教育コーディネーター、主幹教諭、生活指導主任、  

 教育相談担当、スクールカウンセラー、巡回指導講師、担任、  

  （他教職員は必要に応じて加わる）  

学校の基本方針策定にあたり相談する組織  

    ○  学校運営連絡協議会    ○  ＰＴＡ実行委員会       等  

 

＜板橋区教育委員会の支援組織＞  

○  板橋区教育委員会いじめ問題対策支援室  

○  ＳＴＡＲＴ（学校緊急対応チーム）  

○  板橋フレンドセンター  
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Ⅳ 学校基本方針  

   Ａ 未  然  防  止  

 

○  常日頃より「いじめをしてはいけない」という気持ちをつくる働きかけをする。  
 

●   協同学習の導入による学級づくり  

①児童が学級づくりに参加し、「いじめ」が起こらない学級をつくっていこうとする意

識づくりと、学級の問題は自分たちで解決していくという意識を高める。  

②「学級会」の時間を大事にし、児童同士による話合いや実践の場を通して、集団を改

善する手続きや一人一人の友達をよく知り、良いところを認め合い、よりよい人間関  

係を構築しようとする気持ちと態度を育てる。  

③「協同学習」を授業改善の視点として取り入れ、人的関係の中で個人の責任や社会的

スキル等を身に付けながら、相互協力関係・信頼関係を授業の中から築いていけるよ  

うにする。  

④保護者にも自主的な学級づくり推進がいじめを防止することについて理解を得る。  

 

 ＜特別な取組＞   全学級余剰時間から１０時間を学級会に当てる。  

                 全学級で学級のいじめ防止の観点を入れた目標づくりをする。  

●人権教育  

   「自分の大切さとともに他の人の大切さを認める」という人権感覚を各教科、道徳、 

   総合的な時間、特別活動等の特質に応じ、教育活動全体を通じて育成する。  

   また、いじめ等他の人を傷つけるような問題が起きた時には他の人の人権を尊重する  

  観点から看過することなく、学校全体として適切かつ毅然とした指導を行う。  

 ＜特別な取組＞  

 校長講話：全校朝会における校長の話と、その後の学級における深め合い。  

 全校：帰りの会等で「がんばったこと」を認め合う場づくりをする。また、友達の  

   「よいところ探し」など認め合う場を積極的につくる。  

  

 ５年生：講師を招いて、いじめ予防の特別学習を行う。（弁護士等）  

 ６年生：卒業の前に、法学（法教育）を通して、講師の特別授業等を受け、  

         「人権といじめ」について学ぶ。  

 

●いじめに関する授業の実施  

学期１回以上のいじめに関する授業を学年の発達段階に応じて教材を工夫し行う。

また、令和８年６月１７日（水）の板七の日で公開する。  

●体験活動  

授業では「体験活動」を実施することにより、様々な体験を通じて、児童の社会性

や豊かな人間性を育む。また、緑のカーテンを中心にした様々な自然体験や社会奉仕

体験等を学校教育活動に適切に位置付け、道徳や特別活動、総合的な学習の時間、各

教科と関連させて効果的な取組を進める。  

●情報モラル教育  

保護者参加の児童の携帯電話やスマートフォン・パソコン等の利用に関する学習の

場を設定し、いじめ等を未然に防ぐ情報モラル教育を行う。また、保護者に対して、

携帯電話等を買い与える保護者の責任について啓発を図る。  

 ＜特別な取組＞  

 ５・６年生：携帯電話やスマートフォン・パソコン等の利用に関する保護者同席の  

             セーフティ教室を行う。  

●スクールカウンセラーの活用  

児童や保護者の抱える悩みを受け止め相談できる場として、スクールカウンセラー

の利用を推進する。（日常より児童へはお話タイムの推進、保護者へはスクールカウ

ンセラーと相談できる時間の確保など相談室だより等で周知する。）  

 ＜特別な取組＞  ３年生：アンガーマネジメントの学習を実施。  

         ５年生：スクールカウンセラーと面談を実施。（カウンセリング体験） 
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●保幼小中連携「学びのエリア」  

 保・幼・中と連携を取り、情報を共有することで、いじめの原因ともなり得る小１

プロブレム、中１ギャップなどの原因を少なくするようにする。  

●「保護者の責務」の徹底  

保護者会等において、保護者の責務を事があるごとを啓発する。  

    

 Ｂ 早  期  発  見  

 

○  日常の綿密な児童観察及び定期的なアンケート調査を行う。  

○  教職員の定期的な情報交換の場を設定する。  

○  相談箱等を設置する。  

○  保護者及び地域からの声の収集を行う。  
 
●いじめの実態把握調査  

 東京都のふれあい月間（６月、１１月、２月）に加え、年２回のＷＥＢ－ＱＵ（第
３学年以上）の実施。毎月アンケート方式による「ふりかえり７」を実施し、い
じめに関する調査を行う。  

●教職員の定期的な情報交換  

 金曜日に生活指導夕会を設け、いじめの情報があれば全員で情報の共有化を図る。  

    専科の時間等の様子についても確認する。  

●相談窓口  

 児童・保護者には、担任・関係の教師、保健室・校長室と、様々な窓口があること

を周知する。相談箱を校舎入り口と校長室（職員室前）に設置する。地域からの情報

収集も大切にし、電話・会話等で情報を収集する。特に、スクールガード、見守り隊

の方々から話をいつでも聞けるよう話しやすい雰囲気をつくる。  

●「いじめ見逃しゼロ」  

   いじめは、どの児童にもどの学校でも起こりうることの認識に立ち、「いじめ見逃

しゼロ」を教職員が徹底する。  

●「ネットパトロール」の情報の利用  

   いじめとなりうる情報の書き込み等がインターネット上に発見された場合は、教育

委員会と連携をとり、適切な対処を行う。  

 

   Ｃ 早  期  対  応  

 

○  重大事態であるかの判断をする。  

○  いじめ対策委員会で方針を話し合う。  

○  早期に事実確認をする。  

○  児童との対話を行う。 ・被害者、加害者、周りの児童  

○  学級の立て直しの方策を検討する。  

 

●組織的かつ迅速な対応  

いじめ防止対策委員会で「重大事態かどうか」「対応の方針（事実確認、対応、改

善）」の方針を決定し、全教職員が協力して対応する。  

➀重大事態であるかの判断をする。  

➁幅広く、事実確認をする。  

➂いじめが発生した学級の児童全員から話を聞く。（状況・不満・不安・意見）  

    （相談時間づくりとして、専科等による補教体制）  

 ④  被害者児童への対応及び支援  

   ・関係児童全員から速やかな事実確認  

     「いつから、何を（どのようなことを）、誰に、どの程度」の確認と詳細な記録、 

  周囲の児童関係教職員を含めた事実確認を行う。  

   ・「あなたを学校全体で守る」という学校全体の意思の伝達「いじめられる側は悪く

ない」という共通認識、学級において担任が被害者側の味方であることの明言、ス

クールカウンセラーとの連携による安心できる場の確保を行う。  
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   ・被害・加害者両方の児童の保護者への速やかな連絡と話をする場の設定  

     事実を基にした保護者への速やかな連絡、状況の定期的かつ細やかな保護者への報  

告、状況に応じて保護者（同士を含む）との話し合いの場の設定をする。  

   ・スクールカウンセラーが被害者の児童にカウンセリングを行う。  

   ・複数教員で対応する。（直接授業に入る、給食の準備、清掃時、休憩時等）  

     また、声をかけ話ができる、聞いてあげる雰囲気をつくる。  

 ⑤  加害者児童への対応及び措置  

   ・速やかな事実確認と保護者への連絡  

     加害者児童がしてはならないことの明確化、校長を含めた複数の教員での対応、

親子での話をする場の設定をする。  

   ・いじめが止まない場合の取り出し指導の場と学校体制の確立  

     加害者児童を被害者児童から遠ざける体制の確立、保護者の了解を得て、取り出

し（別室）指導の場の確保と取り出した際の指導体制の確立をする。  

  ・謝罪の場の設定とその後の様子の観察  

     被害者児童が納得する話となるような謝罪の場の設定、事前の加害者児童の保護

者への謝罪内容等の確認、謝罪後の様子の観察と定期的なスクールカウンセラー

との面談をする。  

 ⑥  学級の立て直しとして、ルールの再編と徹底、暖かい言葉掛け、楽しい時間作りを  

    行う。また、校長をはじめ学校の教職員全て（含むスクールカウンセラー）といつ

でも相談して良いことを伝える。  

     （専科の時間の応援、また、専科教員の学級への応援）  

 

   Ｄ   相  談  体  制  

 

○  いじめ対策委員会の設置と活用。  

○  スクールカウンセラーの活用。  

○  学級でのチェックリストの活用。  
 

   ・管理職への確実な報告可能な体制及びスクールカウンセラーとの情報共有の場の設  

  定  

     「少しでも気になる児童の様子はすぐに報告」の学校体制とシステムの構築、ス

クールカウンセラーとの情報共有の場と時間の設定をする。  

   ・個々のケースについての情報共有及び教職員一人一人の関わり方の確認  

     聞き取った事実の共通理解、ケース毎の具体的手だて及び教職員の対応について

の協議、関係児童への声かけをする。  

   ・取り上げるレベルの明確化とチェックリストの作成  

     日々の児童観察に使用するチェックリストの項目の設定、危機レベルの設定と学

校全体の動きが分かる資料を作成する。  

 

   Ｅ   校  内  研  修  

 

○  いじめ防止の研修計画を立てる。  

○  東京都、板橋区の研修会に参加し、情報を共有する。  

○  研修会の情報の共有化。  
 
   ・いじめを生み出さない学級の雰囲気作りについての研修  

   ・いじめを見逃さないための児童の観察の視点を明確にするための研修  

   ・被害・加害者児童の保護者への連絡内容及び実際の話し方の研修  

   ・東京都及び板橋区主催のいじめ防止のための研修会への参加と情報提供  

  ＜特別な取組＞  

  全教職員：年１回、いじめに関する研修（外部講師の招聘を含む）を実施する。  

   ＜参照＞いじめ問題解決のための「教員研修プログラム」東京都教育委員会  

           「人権教育プログラム」東京都教育委員会  

           「人権教育指導資料」 板橋区教育委員会  
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   Ｆ   重大事態の場合  

 

 ＜重大事態の場合＞  

   ・教育委員会へ報告、相談・指導を得て、取り出し（別室）指導をする。  

 ＜最重大事態の場合＞  

   ・教育委員会へ報告、相談をして、警察に連絡  

 

◎ 重大事態への対応  

 

      重大事態とは   （法第２８条第１項）  

 

 

 ①  いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じ  

 た疑いがあると認めるとき。  

  ｛生命、心身又は財産に重大な被害｝  

   ○  児童生徒が自殺を企図した場合  

   ○  身体に重大な傷害を負った場合  

   ○  金品等に重大な被害を被った場合  

   ○  精神性の疾患を発症した場合   など  

 ②  いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀

なくされている疑いがあると認めるとき。  

 ｛相当の期間｝不登校を理由として欠席が年間累計１３日を超えた時点を目安とする。 

   ただし、５日間程度連続して欠席した場合は迅速に調査に着手すること。  

 

 

 G  点検・改善  

    

   ・年３回のふれあい月間でのアンケートだけでなく、「ふりかえり７」やＷＥＢ－ 

ＱＵを使って、点検をする。また、その結果をもとに面接等を行って日常での点検

改善を目指す。  
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Ⅴ いじめ未然防止の対応について  

 

 

 

 

学

年  

 

       人  権  教  育         

 

      相談・情報収集       

 

   

 

 情報モラル  

 

 

   担 任  等  

   学級づくり  

 

 外部講師  

 特別授業  

 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰの

活用   

 

 担 任 ・ 専 科   

等  

 

 

１  

 

 

 

校

長  

講

話  

・  

認

め

合  

う

場

の  

設

定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※クラス目標  

  づくり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談箱  

相談窓口設置  

（担任、養護教

諭、専科等関係

職員、校長室、

相談室等）  

児童観察  

アンケート  

（年３回）  

児童の面談  

 

専 科 教 員 か ら

の情報・  

児 童 の 専 科 教

員との相談  

（雑談含む）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  

 

 

※クラス目標  

  づくり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  

 

 

※ 児 童 の 手 に

よるクラス  

目標づくり  

 

 

 

 

 

ア ン ガ ー マ ネ

ージメント  

学習  

 

 

 

 

 

 

４  

 

 

※ 児 童 の 手 に

よるクラス  

目標づくり  

 

 

 

 

 

 

 

セーフティ教室  

  情報モラル  

 

 

 

５  

 

 

※ 児 童 の 手 に

よるクラス  

目標づくり  

 

い じ め 防 止

の授業  

 

 

全 児 童 カ ウ ン

セリング体験  

 

 

セーフティ教室  

  情報モラル  

 

 

 

 

６  

 

 

 

※ 児 童 の 手 に

よるクラス  

目標づくり  

 

 

 

「人権と  

いじめに  

ついて」の  

授業  

 

 

 

 

 

 

 

 

セーフティ教室  

  情報モラル  

 

 

 

  ※学級会の時間を使って児童の手で学級目標を作らせ、教室の見えるところに掲示す

る。自分たちで学級経営に参画する意識をもたせ、自分たちで作った目標である意

識をもたせる。その際に、いじめのないクラスをつくるという意識ももたせるよう

にする。  

 

  ※保護者にも学級目標の意義、学級経営に参画する意識について、理解をしてもらい、 

  児童が自分たちで解決することについて協力を得る。  

 

 ※学期に１回以上、いじめ防止に関する授業を実施する。  

 

 ※「ＳＯＳの出し方に関する教育」「生命（いのち）の安全教育」等、計画的に指導

する。  
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Ⅵ いじめ防止等に係る年間計画  

 

   ＜子供たち主体の学習・行事の推進＞  

・一人ひとりの児童の活躍場所・居場所をつくる。  

・一人ひとりの児童の理解に努める。  

・いじめ見逃し０に努める。  

    児童の活動（学年）       教職員の動き        保護者･地域  

 

４月  

 

・１年生を迎える会  

・ＳＣ紹介・相談室利用  

について  

・基本方針確認  

・ＳＣ・巡回指導講師紹介  

相談室利用について確認  

・保護者会  

・ＳＣ紹介、相談室利用に  

ついて  

 

 ５  

 

・ＳＣ面接（５）グ ル ー プ → 個

別  

・運動会  

・あたたかい言葉標語  

・学びのエリア研修  

・教員自己申告  

・校内研修「児童理解」  

・ＰＴＡ総会  

・個人面談  

 

 

 ６  

 

・ふれあい月間①  

・アンケート①  

・移動教室（６年）  

・校長講話  

・教育相談週間  

・いじめ防止授業の実施  

・学校公開  

・学校運営連絡協議会①  

・アンケート①  

 ７  

 

・移動教室（５組）  

 

 

 

・ＰＴＡ家庭教育学級  

・保護者会  

 ８  

 

 

 

・校内研修「いじめ防止チ  

ェックリスト」  

・親子読書等  

 

 

 ９  

 

 

・移動教室（５年）  

・セーフティ教室（全）  

 

 

・校内研修「いじめ防止教  

育プログラム」  

・チェックリストの活用  

 

・保護者会  

 

 

 

 

１０  

 

・生活科体験（１・２年） 

 

・学びのエリア研修  

・いじめ防止授業の実施  

 

・学校公開  

・学校運営連絡協議会②  

・読書月間  読み聞かせ  

 

１１  

 

・ふれあい月間②  

・アンケート②  

・展覧会  

・校長講話  

 

 

・アンケート②  

 

 

１２   ・校内研修「人権感覚」  ・個人面談  

 １  

 

・板七っ子まつり  

 

・校内研修「意識点検」  

・学校内部評価  

 

 

  

 ２  

 

 

 

・ふれあい月間③  

・アンケート まとめ  

・保育園交流（１）  

・６年生を送る会  

・交流給食  

・校長講話  

・教育相談週間  

・自己評価  

・道徳授業地区公開講座  

・学校公開  

・アンケートまとめ  

・学校運営連絡協議会③  

 

 ３  

 

・修了式・卒業式  

 

・基本方針の改善  

・新年度計画  

・学校関係者評価  

・保護者会  

 

 

通年  

 

 

 

 

・問題解決的な学習  

・協働学習  

・道徳教育  

・体験活動  

・縦割り班活動  

・あいさつ運動  

・ＳＣ相談  

・分かる授業  

・学校対策委員会  

・ＳＣ相談  

・巡回指導員の指導  

・巡回指導講師の活用  

 

 

・土曜授業プラン  

   （日常授業・行事）  
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Ⅶ いじめ発見から対応について  

 

 

い

じ

め  

の  

発  

見  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児  

童  

の  

訴  

え  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア  

ン相  

ケ談  

│箱  

ト  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教

職

員

等

の

目

撃  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担専  

任科  

  の  

  気  

  付  

  き  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネ

ッ

ト

書

き

込

み  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家  

庭  

で  

の  

発  

見  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

地 ・

域 関

住 係

民 諸

の 機

声関  

          

  ↓                     

 

事

実

確

認  

 

 

 

 

 

 

 いつ、だれが、どの程度、いつごろから続いているのか  を確認する。  

 児童全員から状況・不満・不安・今後・意見を聞く。（担任）  

   

 

 

 

 

 朝会等で共通理解をする。  

  

重大事態かどうかの判断   

      

  ↓     

  学校のいじめ防止等対策委員会  

         ※短期・中期・長期的に対応策を考える。  

 

  

対

応  

策  

検  

討  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

いじめられている子  

の安全を守る対応  

と保護者へ伝達協力  

いつまでに、どんな  

 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの有  

 

 

 

いじめている子の指導

と保護者へ伝達協力  

 

いつまでに、どんな  

   ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの有無  

 

 

 

周りの子への  

指導  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  ↓   

 

学級や専科の時間の立て直し                                    

  ルールの再編と徹底、温かい言葉掛け、楽しい時間作り、児童相談  

 

短

期

対  

応  

一  

週  

間  

位  

 

 

 

いじめられ  

  ている子  

 

保護者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめて  

   いる子  

 

 保護者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 周りの子へ  

自分たちの問題

としてどう関わ

っていくか考え

させる。  

絶 対 に 守 る

と い う 意 思

を伝える。  

事実と  

対 応 策

を伝達  

い じ め は し て

は な ら な い こ

とを指導  

事 実 と 対

応策、協力

を依頼   

  ↓             

 

中

期

対  

応  

一  

ヶ  

月  

位    

 

 

 

いじめられ  

  ている子  

 

保護者  

 

 

いじめて  

   いる子  

 

 保護者  

 

 

 周りの子へ  

今後の学級づく

りについて考え

させる。  

 

 

加害・周りの

児 童 の 変 化

はどうか  

 

事実と  

対 応 策

を伝達  

 

反省の様子、  

謝罪の気持ち  

今後の指導  

 

謝罪と  

 協力を  

  依頼  

 

 

 

   ＜重大事態の場合＞  

   ・教育委員会へ報告、相談・指導を得て、取り出  

  し（別室）指導をする。  

  ＜最重大事態の場合＞  

   ・教育委員会へ報告、相談をして、警察に連絡  

 いじめ対策委員会   

☆加害者の謝罪についての相談  

☆保護者説明会等での説明  

   他説明会の計画    
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＜参考資料１－１＞  

いじめ早期発見のためのチェックシート （児童用）  

☆   １か月 間
げつかん

を振
ふ

り返
かえ

って、次の質 問
しつもん

に答えましょう。  

１  自分
じぶん

を振
ふ

り返
かえ

ろう  

①  せんせいや、ともだちにあいさつをすることができた。

ただしいことばづかいではなしをすることができた。  

しっかりできた  ・  できた  ・  できなかった  

②  先生
せんせい

の 話
はなし

や、ともだちの 発 表
はっぴょう

をきくことができた。  
しっかりできた  ・  できた  ・  できなかった  

③  じぶんからうんどうにとりくみ、マスクやてあらいな

ど、けんこうなからだをこころがけることができた。  

しっかりできた  ・  できた  ・  できなかった  

④  ２がっきのじぶんのもくひょうにたいして、さいごまで

あきらめずにとりくむことができた。  

しっかりできた  ・  できた  ・  できなかった  

⑤  そうじ、かかり、とうばんの仕事
し ご と

を行うことができた。 
しっかりできた  ・  できた  ・  できなかった  

⑥  すすんでよいこうどうをすることができた。いけないこ

とをしている人をちゅういすることができた。  

しっかりできた  ・  できた  ・  できなかった  

⑦  ともだちのためにきょうりょく・こうどうをすることが

できた。  

しっかりできた  ・  できた  ・  できなかった  

⑧  きまりや、あたりまえをまもることができた。  

じぶんのもの、クラスのものをたいせつにした。  

しっかりできた  ・  できた  ・  できなかった  

２  友 達
ともだち

から、いやだと思
おも

うことをされたことがありましたか？  

（あてはまるものに、○を書
か

きましょう。）  

 

 
・なかった  

 
・あった  

 

 
・悪口（わるぐち）を言（い）われた。  だれに  

 
・仲間 (なかま )はずれにされた。  だれに  

 
・たたかれたり、けられたりした。  だれに  

 
・物（もの）をかくされたり、こわされたりした。  だれに  

 
・いやなことをされた。  だれに  

 ・クロームブックや、スマートフォンなどで悪口（わるぐち）を

書（か）かれた。  
だれに  

３  学校
がっこう

の先生
せんせい

のことで困
こま

っていることはありますか？  

 ＜参考資料１－２＞  

それは、どんなことですか？  
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＜参考資料１－２＞  

いじめ早期発見のためのチェックシート （教師用）  
１  表情・態度   

□  笑顔が無く沈んでいる。   

□  視線をそらし、合わそうとしない。   

□  表情がさえず、ふさぎ込んで元気がない。   

□  感情の起伏が激しい。   

□  ぼんやりとしていることが多い。   

□  わざとらしくはしゃいでいる。   

□  周りの様子を気にし、おずおずとしている。   

□  いつも一人ぼっちである。  

２  身体・服装   

□  体に原因が不明の傷などがある。   

□  顔色が悪く、活気がない。   

□  寝不足等で顔がむくんでいる。   

□  シャツやズボンが汚れたり、破けたりしている。  

□  けがの原因を曖昧にする。   

□  登校時に、体の不調を訴える。   

□  ボタンが取れていたり、ポケットが破けたりしている。   

□  服に靴の跡が付いている。  

３  持ち物・金銭   

□  かばんや筆箱等が隠される。   

□  机や椅子が傷付けられたり、落書きされていたりする。   

□  靴や上履きが隠されたり、いたずらされたりする。  

□  ノートや教科書に落書きがある。   

□  作品や掲示物にいたずらされる。   

□  必要以上のお金を持っている。   

４  言葉・行動   

□  他の子供から言葉掛けを全くされていない。   

□  登校を渋ったり、忘れ物が急に多くなったりする。   

□  職員室や保健室の付近でうろうろしている。   

□  すぐに保健室に行きたがる。   

□  いつもぽつんと一人でいたり、泣いていたりする。   

□  教室にいつも遅れて入ってくる。   

□  いつも人の嫌がる仕事をしている。   

□  家から金品を持ち出す。   

□  不安げに携帯電話をいじったり、メールの着信や掲示板をチェックしたりしている。  

５  遊び・友人関係   

□  いつも遊びの中に入れない。   

□  笑われたり冷やかされたりする。   

□  特定のグループと常に行動を共にする。   

□  よくけんかが起こる。   

□  友達から不快に思う呼び方をされている。   

□  グループで行う作業の仲間に入れてもらえない。   

□  遊びの中で常に嫌な役割を担わされている。   

□  付き合う友達が急に変わったり、教師が友達のことを聞くと嫌がったりする。   

□  他の人の持ち物を持たせられたり、使い走りをさせられたりする。   

６  教師との関係   

□  教師と目線を合わせなくなる。   

□  教師と関わろうとしない、避けようとする。   

□  教師との会話を避けるようになる。  

東京都教育委員会のチェックシートを参照（令和８年１月現在）  
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 ＜参考資料１－３＞  

   いじめ早期発見のためのチェックシート（家庭用）  

１  起床から登校前   

□  布団からなかなか出てこなかったり、具合が悪そうであったりする   

□  けだるそうな、疲れた表情である  

□  いつもと違って朝食を食べようとしない   

□  ぼんやりしたり、ふさぎこんでいたりする   

□  学校に行くのを渋ったり、登校班の集合場所に行きたがらなかったりする  

２  登校中   

□  友達の荷物を持たされている   

□  一人で登校するようになる   

□  遠回りして登校している   

□  途中で家に戻ってくる  

３  帰宅時   

□  理由のはっきりしない服の汚れ、破れやボタンのほつれがある  

□  あざや擦り傷があってもその理由を言わない   

□  自分の部屋に駆け込み、なかなか出てこない   

□  いつもより帰宅が遅い   

□  自転車や持ち物等が壊されている   

□  学校の話をしなくなる   

□  外出したがらない   

□  プリントが破れている、道具や持ち物に落書きがある  

４  夕食時から就寝まで   

□  食欲がない  

□  特定の友達に対する言葉遣いが不自然にていねいである   

□  友達の話をしなくなったり、いつも遊んでいる友達と遊ばなくなったりする   

□  お金の使い方が荒くなったり、無断で持ち出したりするようになる   

□  部屋にある持ち物や学用品がなくなっていく   

□  買い与えた覚えのない品物を持っている   

□  メールをこそこそ見る、鳴っている携帯電話に出たがらない   

□  部屋に閉じこもりがちで、好きな趣味などにも興じなくなる   

□  家族の者と話をしなくなる  □  いじめの話をすると強く否定する   

□  弟や妹をいじめるなど、急に乱暴になったり情緒不安定になったりする   

□  疲れた様子であったり、なかなか寝つけなかったりしている   

□  普段より暗かったり、逆に明るく演じたりする感じがする  

埼玉県教育委員会のチェックシートを参照（令和８年１月現在）  
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＜参考資料２＞  

     いじめなど、困ったときの相談は・・  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和８年  １月現在）  

東京都いじめ相談ホットライン  

   ２４時間対応  

     電話  ０１２０－５３－８２８８  

 

こたエール  
月～土（祝日休日・年末年始を除く）  

    ９：００～１７：００  

  電話 ０１２０－１－７８３０２  

LINE アカウント「相談ほっと LINE＠東京」  

メール相談  こたエールで検索   

メール相談は 24 時間受付  

板橋区教育支援センター  

  月～金 祝休日・年末年始を除く  

      ９：００～１７：００  

   電話  ０３－３５７９－２１７６  

 

板橋いじめ１１０番  

  月～金 祝休日・年末年始を除く  

      ９：００～１７：００  

   電話  ０３－３９６４－１３７０  

板橋区学校相談  

  月～金 祝休日・年末年始を除く  

９：００～１７：００  

電話 ０３－３５７９－２６６４  

   

板橋フレンドセンター（不登校相談）  

   月～金  祝休日・年末年始を除く  

      ９：００～１７：００  

電話 ０３－３９９１－２５００  

 

板橋区いじめメール相談  

 区のホームページや chromebook のお

気に入りから相談できます。  

 

板橋区子ども家庭総合支援センタ
ー  

 子ども家庭相談  

月～金  ８：３０～１７：００  

電話 ０３－５９４４－２３７３  

 子どもなんでも相談  

 ２４時間受付  

  電話 ０１２０－９２５－６１０  

２４時間子どもいじめ相談ダイヤル  

   ２４時間対応             

     電話  ０５７０－０－７８３１０  

       （全国統一ダイヤル）  

東京都児童相談センター  

   平日   ９：００～２１：００  

   土日祝日 ９：００～１７：００  

      （年末年始を除く）   ﾖ  ｲ  ｺ  ﾆ  

     電話  ０３－３３６６－４１５２  

 

子どもの権利擁護専門相談事業  

   平日   ９：００～２１：００  

   土日祝日 ９：００～１７：００  

      （年末年始を除く）  

     電話  ０１２０－８７４－３７４  

東京都小児総合医療センター  

  （こころの電話相談室）  

 月～金 祝休日・年末年始を除く  

   ９：００～１２：００  

     電話  ０４２－３１２－８１１９  

 

東京都立精神保健福祉センター  

   （こころの電話相談）  

月～金  祝休日・年末年始を除く  

   ９：００～１７：００  

   電話  ０３－３８４４－２２１２  

 

東京都保健医療局  

   （こころといのちのほっとライン）  

 毎日  １２：００～翌朝５：３０  

  電話 ０５７０－０８７４７８  

警視庁少年相談係  
平日   ８：３０～１７：１５  

専門の担当者対応  

夜間、土日祝日、年末年始  

       宿直の警察官が対応  

     電話  ０３－３５８０－４９７０  

    （ヤングテレホンコーナー）  
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 ＜参考資料３＞      いじめ防止対策推進法（概要）  

一  総則  

１ 「いじめ」を「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校（※）に  
在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う  
心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われる  
ものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を  
感じているもの」と定義すること。  

  ※小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除く。） 

２ いじめの防止等のための対策の基本理念、いじめの禁止、関係者の責務等  
を定めること。  

 

二  いじめの防止基本方針等  

１ 国、地方公共団体及び学校の各主体による「いじめの防止等のための対策  
に関する基本的な方針」の策定（※）について定めること。  

  ※国及び学校は策定の義務、地方公共団体は策定の努力義務  

２ 地方公共団体は、関係機関等の連携を図るため、学校、教育委員会、児童  
相談所、法務局、警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連  

絡協議会を置くことができること。  
 

三  基本的施策・いじめの防止等に関する措置  

１ 学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策として①道徳教育等の充実、  
②早期発見のための措置、③相談体制の整備、④インターネットを通じて  
行われるいじめに対する対策の推進を定めるとともに、国及び地方公共団  
体が講ずべき基本的施策として⑤いじめの防止等の対策に従事する人材の  

確保等、⑥調査研究の推進、⑦啓発活動について定めること。  

２ 学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、 
心理、福祉等の専門家その他の関係者により構成される組織を置くこと。  

３ 個別のいじめに対して学校が講ずべき措置として①いじめの事実確認、②  
いじめを受けた児童生徒又はその保護者に対する支援、③いじめを行った  
児童生徒に対する指導又はその保護者に対する助言について定めるととも
に、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときの  

所轄警察署との連携について定めること。  

４ 懲戒、出席停止制度の適切な運用等その他いじめの防止等に関する措置を  
定めること。  

 

四  重大事態への対処  

１ 学校の設置者又はその設置する学校は、重大事態に対処し、及び同種の事  
態の発生の防止に資するため、速やかに、適切な方法により事実関係を明  
確にするための調査を行うものとすること。  

２ 学校の設置者又はその設置する学校は、１の調査を行ったときは、当該調  
査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、必要な情報を適  
切に提供するものとすること。  

３ 地方公共団体の長等（※）に対する重大事態が発生した旨の報告、地方公  
共団体の長等による１の調査の再調査、再調査の結果を踏まえて措置を講  
ずること等について定めること。  

 ※公立学校は地方公共団体の長、国立学校は文部科学大臣、私立学校は所轄庁である 

  都道府県知事  

五  雑則  

 学校評価における留意事項及び高等専門学校における措置に関する規定を
設けること。  

 （一から五までのいずれも、公布日から起算して三月を経過した日から施行）  


